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1。 は じ め に

本研究は,シ ンガポールにおける華人の埋葬,葬送

儀礼,祖先崇拝について,社会学的な考察を行ったも

のである。シンガポールの華人は,現在民族構成の約

77%と いつように,シ ンガポールではマジョリテイ

を占める民族である°
。シンガポール華人の歴史は,

1819年以降,シ ンガポールが英植民地の貿易中継地

として発展 し,多 くの華人がシンガポールに労働者と

して流入 したことから始まった。その後,チ ヤイナタ

ウンが形成され,華人の出身地ごとに住み分けが行わ

れ,華人社会が形成 された。そ して,華入社会の中

で,主 に地縁・血縁組織によつて墓地が作 られ,中国

の伝統に従った葬送儀礼 と祖先崇拝が行われてきた。

しか しながら,1965年 の独立以降,と りわけ 1970

年代以降の国家建設の一環 としての住宅開発により,

華人の住み分けは解体され,華人の生活習慣,文化 ,

伝統 も,政府の政策や時代の変化 とともに,華入社会

は大 きく変容 した。一部の地縁・血縁祖組織による墓

地は,政府に徴用され,その後,地縁・血縁組織によ

って受け継がれてきた葬送儀礼,祖先崇拝のあり方は

変容 し,埋葬の形態も従来の華入社会とは異なった形

態によって行われるようになっている。

本研究では,以下における 4点の問題を解明するこ

とを目的としている。はじめに,シ ンガポール華人の

墓地や埋葬方法には,現在, どのような変容が見られ

るのか。2番 目に,華人の葬送儀礼の変容の要因とは

どのようなものか。4番 目に,華人の祖先崇拝に対す

る近年の態度はどのようなものか。最後に,上述の埋

葬方法の変化,華人の葬送や祖先崇拝に対する観念の

変容についての考察をいかにして,シ ンガポール華人

社会の変容 と結びつけることができるか。

本研究は,筆者が平成 8年度文部省アジア諸国等派

遣留学制度にて,シ ンガポール国立大学大学院に留学

中に作成 した「シンガポール華人の葬送儀礼 と墓地」

(甲 南女子大学大学 院論文集『社会学研 究 (第 18

号 )』 掲載の「脱伝統化する葬送儀礼 と墓制度 (共

著 )」 の一部)を もとにして,2001年 及び 2002年 に

内容に関する追加調査を行い,該論文に修正及び加筆

をするとともに,華人墓地,地縁・血縁組織,祖先崇

拝 (清明節)についての新たな調査内容を追加 したも

のである。追加調査には,先行研究,新聞報道の閲覧

以外 に,2001年 12月 及び 2002年 6月 に現地 にて行

った聞き取 りが含まれている。

2。 シンガポール華人の埋葬状況

(1)シ ンガポールの華人墓地

シンガポールの華人墓地の歴史は 19世紀にまで遡

ることができる。当時のシンガポールでは,方言グル

ープによる華入社会が形成されてお り,華人社会に分

断が見られた。それは,墓地の建設にも大きな影響を

与えていた。シンガポールで最も早 く設立されたと言

われる墓地は,広東系華人及び客家系華人による「青

山亭」及び福建系華人による「恒山亭」である。 (両

墓地はともに 1920～ 1930年代に設立されている。)広

東系華人及び客家系華人は「青山亭」に引 き続 き,

「緑野亭」(1840年 ),「碧山亭」 (1871年 )を設立,そ

の後,客家系 (豊順,永定,大哺地区出身)華人によ

る「筑山亭」 (1884年 ),客家系 (広 東省梅県地区出

身)華人による「嘉応五属義山」 (1886年 )等が設立

された紳。当時,シ ンガポールでは福建系華人の勢力

が最 も強 く,それに対抗する形で,広東系華人と客家

系華人が,共同で廟や墓地を建設 したのである。

19世紀に墓地を造営 したのは,福建系華人,広東

系華人や客家系華人だけではなかった。潮州系華人組

織である義安公司が,組織の成立 と同年の 1845年

に,墓地である「泰山亭」を設立 し,毎月 25名 とい

うペースで潮州系華人を埋葬 していた。また,海南系
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華人は,1862年 に「老義山」を,1890年 に隣接の土

地に「新義山」を墓地 として購入している。当時の華

人組織による墓地はおしなべて,華人のだれもが埋葬

されるわけではなく,同 じ方言グループの者或いは組

織のメンバーでないと埋葬されないというような制限

があった3。

そういった制限が緩和され,墓地の使用期限が永久

ではな く,99年 と新 たに規定 されるようになるの

は,1世紀以上経ったシンガポール独立後の 1979年

に,「碧山亭」が政府に徴用 されてか らの ことであ

る。 しかしながら,「碧山亭」の場合,政府に徴用さ

れた現在でも,「碧山亭」に設立から関わっていた広

東系や客家系華人による地縁組織が,毎年「春秋二祭

(春の清明節
4,秋 の重陽節

5)」 を執 り行い,伝統的な

儀式に従って先人を供養 している。行事の当日だけで

はなく,「春秋二祭」の前後 1ケ 月の日曜 日には,地

縁組織の関係者がボランテイアにて,行事の用意に携

わることも組織の中で義務づけられている6。

現在,「碧山亭」及び「緑野亭」が,政府に徴用 さ

れ存続 してお り,その設立に関わった客家系及び華人

広東系 (広州,恵州,肇慶地区出身)華人の組織は
,

戦前,戦後にかけて,それぞれが独自の発展をとげた

ものの,こ の両墓地を通 して,現在もなお交流を保ち

続けている。上述の「春秋二祭」 もその交流活動の一

部である。このように,両墓地は華人の地縁組織を繋

ぐ存在として,華 人社会の中ではなおも重要な位置を

占めているのである7。 また,こ のように地縁関係が

重視され,地縁組織によって,血縁を超越 した (実 際

には血縁関係がない)先人の供養が行われていること

は,中国大陸では見られないことであり,シ ンガポー

ルの祖先崇拝の特徴であるとされている8。

一方,こ ういった地縁を基礎 とした墓地以外に,シ

ンガポール郊外に,政府によって建設されたチョアチ

ューカン (ChOa Chu Kang)墓 地があり,シ ンガポー

ルの墓地の中では最大の規模を持つ。該墓地では,地

縁・血縁に関係なく,だれもが埋葬を希望することが

でき,その中でも,キ リス ト教徒用の区画も定められ

ている。この墓地は,それまでの地縁・血縁組織によ

る墓地の多 くが,キ リス ト教徒の埋葬希望を受け入れ

なかったという点とは大きく異なる。

(2)土葬の現況

シンガポールにおいて,各民族にも共通 していえる

ことは,個 人墓がほとんどであることだ。華人の場

合,土葬をみると,大半が個人墓で,墓石には「個人
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名
り
」,「原籍地 (中 国の福建度門や広東台山などの出

身地或いは父祖地 )」 ,「陶器 にプリン トされた顔写

真」,「死亡年月日」等が刻まれた亀甲墓が大半を占め

る。家の墓という概念はないが,華人の墓の中には
,

稀に夫婦墓が存在する。火葬の場合でも,遺骨安置所

では,多 くは陶器の骨壺に,上述の内容が刻まれてお

り,夫婦或いは一族の遺骨が,な るべ く近い位置に安

置されているケースが多いЮ
。

土葬における費用は 10,OoOド ル以上であ り,火葬

に比べるとかなりの高額となっている。現在,土葬の

大半は,政府チ ヨアチューカン墓地で行われてお り,

墓地は基本的に購入 しなければならない。1997年 ま

での統計では,シ ンガポールにおける墓地のうち,土

葬の割合は 17%と なっている。この数字は,宗教上

の理由とは関係 な く土葬 を選択する者の割合であ

る日
。1997年 H月 の政府資料によると,政府チ ヨア

チューカン墓地の 318ヘ クタール土地面積のうち,既

に使用されている面積が 232ヘ クタール,使用済みの

墓石は約 233,000基 となってお り,平均すると,墓石

1基 につ き,約 10平方メー トルの土地が使用 されて

いることになる。シンガポール衛生部 (Ministry Of

HcJth)に よると,今後の死者推定数か ら計算する

と,2013年 には,こ の政府チ ヨアチューカン墓地は

埋まってしまうということである12。

現在,土葬の利点はあまりないと考えられてお り,

費用が火葬よりも高いことや,政府チヨアチューカン

墓地は郊外にあって,墓参 りが不便なことに付け加

え,大量な墓のなかから身内のものを捜すことも困難

なため,最近は火葬のほうが好まれる傾向にある。な

お,現在,土葬が行われている墓地には,こ の政府チ

ョアチューカン墓地以外に,「碧山亭」,「緑野亭」地

縁組織が関係 している墓地や,キ リス ト教会所有の墓

地等がある。

1997年の死亡人数 14,924人 中,宗教上の理由によ

る土葬 2,333人 を除き,2,143人 が個人の意志で土葬

を希望 した。こういった宗教上の理由による土葬の割

合は,土葬全体の 3割 を占める。土葬による土地,墓

石,棺等の費用は様々であるが,埋葬費用のみの平均

は,イ スラム教徒の場合に限 り280ド ル,それ以外は

840ド ルとなってお り,政府は 1997年 9月 に土葬費

用を以上のように調整 しているい
。

(3)火葬の現況

近年,シ ンガポール政府は,土地の有限という問題

から,積極的に火葬を奨励 している。火葬費用は 7,000
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ドル (2002年 9月 現在,1ド ル約 70円 )で あ り 土

葬と比較すると3,000ド ルも費用を抑えることができ

る。土葬と火葬に用いられる棺も異なり,火葬の場合

は 5～ 6人,土葬の場合は少なくとも20人の担 ぎ手が

必要となり,その人件費は土葬の場合更に倍になると

いう。また,火葬場 と遺骨安置所は,都心に近 く参拝

し易いが,現在,土葬が行われている政府チヨアチュ

ーカン墓地は,シ ンガポール郊外の平野部に位置 し
,

交通の便 も非常に不便である。

以上のような点から,近年,華人を中心に,火葬を

して都市部にある遺骨安置所に遺灰を安置することを

選択する人数が増加 し,1987年 当時 71%だ った火葬

は,昨年では 83%と なっている国
。現在,シ ンガポ

ールにはブンレイ (B00n Lay)及 びアルジュニ (Al―

jinied)の 2カ 所に,政府の火葬場及び遺骨安置所が

あり,ア ルジュニの方はほぼ一杯になっている。政府

による遺骨安置所 における費用は,1人 500ド ル,2
人 900ド ルと統一されているい)。

近年では,上述の政府による2ケ 所の遺骨安置所以

外に,民営の遺骨安置所が国内 33カ 所に設立されて

いる。その多 くは,中国寺院や教会によるもので,費

用は無料のものから 1万 ドルを超えるものまで様々で

あるり
。こういった民営の遺骨安置所の中には,地縁

や血縁を基礎 とする宗郷会館による遺骨安置所 も含ま

れている。シンガポール西部に位置する王氏開聞公司

は,王姓の華人のための血縁組織で,遺骨安置所を所

有 している。この遺骨安置所は,姓が王の者,或いは

その家族に対 して,会館の会員でなくとも,500～ 1,000

ドルで遺骨を安置するサービスを提供 している口)。

3。 華 人 の葬送儀礼 の変容

シンガポール華人の場合,葬送儀礼は死者を然るベ

く埋葬するためのものであると同時に,華人の社会構

造と結びついた価値観,つ まり孝養,家族の結束,家

系の存続 といった価値を強化 し,再確認するためのも

のであると考えられている。 したがって,死者の埋葬

の関連する行事には,以下のような,一定の価値観 と

信仰が強 く影響 していると考えられる。第 1に ,葬送

儀礼は孝養を示す機会であり,それは周到な準備によ

く現れてお り,例 えば,喪服に見られる多様さは,故

人との関係の度合いを示すものであり,服喪期間も故

人との血縁関係の遠近によつて異なる。また,追悼の

意を表現する場合の複雑さやその程度 もそれぞれ異な

り,儀礼を行う際の役割分担も親族関係を基準にして

葬送儀礼 。祖先崇拝についての社会学的考察

決まっているのである国。第 2に ,葬送儀礼には,死

に対 して「ケガレ」の観念が存在 し,家庭内に死者が

でると,家庭内の諸神格全てに白い布か紙がかけられ

たり,棺が霊柩車に乗せられる時に,会葬者は目をそ

らさなければならないことや,妊婦や子供は葬式を見

ないようにすること等が望ましいとされ,生者への悪

影響を回避する行動がとられるのである
p。

しかしながら,近年,華人の間で,こ ういった死者

の埋葬に関連する儀礼の実践について,近年根本的な

変化が生 じている。その最も根本的な変化 とは,上章

で述べたように,土葬に代わって火葬が次第に受け入

れられつつあることである。これは,1970年 代初期

までは華人にとっては考えられないことであった。こ

れはある意味で,葬送ないし埋葬の儀礼についての伝

統的な理念や信仰の影響力が弱まってきていることの

反映であるといえる20。 また,1998年 には,時間が経

過 した古い墓地や,地下鉄工事に際 し支障をきたす墓

地を撤去する作業が行われること,新規の遺骨安置所

に期限を設けることが決定 したが創),こ のような行為

は以前であれば,死者への不敬であり,生者の運勢を

逆転させるものとして,決 して容認されなかったであ

ろうと考えられる2つ

。このような脱伝統行為の事例を

以下に紹介する。

現在,シ ンガポールでは地下鉄東西線の開設工事が

進められているが,こ れにより,ロ ニーロー ド(Lonic

Road)一 帯に位置する福建王族塚亭が移転すること

になった他,宗教上の理由によらない土葬の遺体は
,

全て火葬され,遺骨安置所へ安置 されることとなっ

た。また,宗教上の理由或いは遺族の希望等によって

土葬が継続される場合は,後見人のある場合は 8体合

葬で,ま た無縁仏の場合は 16体合葬で,他の場所に

て埋葬されることになった")。 また,1999年 12月 に

は,環 境 発 展 部 (Ministry Of Environment)に よ っ

て,佛教・道教,プロテスタント・カソリックの各宗

教団体に対 して,政府チ ヨアチューカン墓地の土地

を,遺骨安置所 として使用することと,30年期限 と

いう条件付 きで,貸 し出されることになった。30年

以降は新規定の下で,継続が可能ということになって

いるが,30年 たてば,継続の申請をしない限 り,改

葬や移転を余儀なくされることとなったのである。
2■

このような墓地の発掘,移転は,従来の華入社会の

伝統から考えると,祖先に対する不孝 とみなされ,避

けられていたことであるが,時代の変化に伴い,華人

は墓に対する観念を変えざるを得ない状況 となってい

るのである。実際 に,1999年 8月 か ら,Tcs第 8チ
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ャンネル (華語放送)に て放映された連続 ドラマ『出

路』では,戦後の貧困の中で,華 人の伝統に反して
,

墓地の上にビルを建てて成功 した華人企業家が描かれ

てぃたことゃ
25,ォ _チ ャー ドロー ド (Orchard Road,

シンガポールでは繁華街として知られる通 り)の一部

が,過去に華人墓地であつたいう理由で,長い間放置

されていたが,土地の所有者であった潮州系華人組織

であるの義安公司が,1994年 に高島屋を含めた巨大

ショッピングモール兼オフイスビルを建設 した事例

も,華 人の墓に対する概念の変化を示すものであると

ぃぇょぅ
26。

一方,政府は,現在主要道路での葬式行列の禁止 ,

夜間の儀礼に対する時間制限といった要求を,華 人社

会に対 して求めているη
。政府の政策も確実に葬送儀

礼の変化に影響を与えていることを否定することはで

きないといえるであろう
28。

4。 華人の祖先崇拝に対する態度

――「清明節」を例として一一

(1)華 人社会と「清明節」

太陽暦の 4月 5日 に行われる華人伝統行事の一つで

ある「清明節」は,先祖を崇拝,供養する日である。

毎年,「清明節」には政府チヨアユーカン墓地までの

道路が大渋滞し,同墓地では色とりどりの日傘がひし

めき合うといった光景が見られる見られる。2001年

は,渋滞や混乱を避けるために,3月 中旬以降の週末

から,政府チヨアチユーカン墓地へ「時差墓参」する

人々が増加したように,「清明節」当日にこだわらな

い華人が増加している。

キリス ト教徒が,墓に献花のみをするのとは異な

り,一般的には,墓には酒,蝋燭,果物や豚の丸焼き

といった食物が供えられ,瞑紙が燃やされる。こうい

った際に出るゴミも多量だ。政府チヨアチユーカン墓

地では,専属の清掃員が雇われており,こ の時期,墓

地の清掃などを積極的に行っているが,多 くの墓参者

は墓地を清潔に保つために,彼 らに30～ 50ド ルの心

付けを渡す傾向が強いという。『聯合早報』でも,墓

参者は年に1度の墓参の機会に,金銭を多少払ってで

も,で きるだけ墓周辺をきれいにしたいという気持ち

を持っている人が多いということが報道されていた

が2%,そ れは,「年に1度 しか墓参をしない」という

人が多いということを示している。骨灰安置所でも,

土葬の墓地と同様に,年 に一度,先祖や故人の供養を

行う華人の姿がこの時期に多く見られる。
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多 くの地縁・血縁組織でも,「清明節」の行事が行

われ,組織のメンバーは,組織の会館内にて,一般の

華人よりも更に伝統に従った方法によって祖先崇拝を

行う傾向がある。一般的には,会館内に先祖や先人を

供養する魚,野菜,果物等が祭壇に供えられ,線香が

焚かれる中で,「炉主」 と呼ばれる代表者が祖先の祭

祀を司る。「炉主」は一般的に,そ の組織で重要な地

位に就いている人が務めることになっている。呂氏公

会では,こ れまで,会館の伝統に従って福建系華人が

「炉主」を務めていたが,近年,非福建系華人を含め

たメンバー全てに対 して,平等に「炉主」の機会を与

えるなどの改革も行っているЮ
。

また,組織 として登録されてはいない慮姓の華人グ

ループが 70～ 80人集まり,「清明節」の墓参を行つて

いる事例 もある。彼 らは,8～ 10の 豚の丸焼 き,線

香,茶 ,酒 ,各種祭祀品を祀 り,年 長者が祭文 を読

み,1冥紙を焼 き,最後に本から吊した爆竹に火を付け

るというように,伝統的な祖先崇拝を行っているが
,

こういった伝統的な儀式を行っている華人組織は,減

少している。

その他の特殊な事例 としては,潮州黄氏聯宜会のよ

うに,「炉主」が清の時代,中 国の「清明節」におい

て着用されていた黒衣を着用 し,潮州方言によって祭

祀を司る等,古い伝統に従って「清明節」の儀式を執

り行っている組織 もある劇
。また,海南陳氏公会のよ

うに,メ ンバーのうちの 40人が,父祖の地である中

国海南省文昌市 にまで墓参 に行 くケース も見 られ

る32。 しかしながら,従来どお り方言によつて儀式を

執 り行ってはいるが,服装や儀式を簡略化 したりしな

がら,脱伝統化 した「清明節」の儀礼を執 り行ってい

る組織が増力日している。

こうした変化についての要因を,タ ム・ソンチー

は,一定の土地への愛着を持つ,確固たる構造の家族

制度の揺らぎから,埋葬に関連する伝統的な価値観や

信仰が弱 まったことであると述べている3鋤
。かって

は,地縁・血縁組織が,その成員のために共同墓地を

確保するなどして,伝統的な価値観や信仰を維持する

役割を果たしていた。一族の墓地があるのは普通であ

り,一 族の死者は全てそこへ埋葬 され,4月 5日 の

「清明節」には一族が揃って墓参 りをしていたが,そ

ういった地縁・血縁組織の影響力は衰えつつあるとい

うのである3と

。「碧山亭」の場合は特別であ り,墓地

が政府に徴用された現在もなお,死後のことを考える

広東省出身者や,広東系華人組織のメンバー等から寄

付金を得ているい
。このような従来から存在 している
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地縁組織による墓地を除けば,た とえ地縁・血縁組織

に財力があっても,埋葬にふさわしい土地を得ること

は困難になってきている。それが,地縁・血縁組織の

影響力の低下と相まって,死者の埋葬や供養に関連す

る伝統的な価値観や信仰の弱体化に更に拍車をかけて

いるという
36)。

(2)華人青少年の「清明節」に対する態度

では,一般の華人, とりわけ,青少年華人の場合は

どうであろうか。筆者の聞き取りによると,近年は
,

「清明節」に墓地や骨灰安置所に行 く時間的余裕がな

いために,家庭内にて先祖や故人の位牌に向かい線香

をあげたり,供え物をしたりして,「清明節」の行事

を行っている家庭も多いようだW)。

『聯合早報』による華人への聞き取りでも,「 自分は

プロテスタントだが,毎年清明節になると,先祖の墓

を参 り,献花をし,彼 らのために祈る」 (26歳 ,大学

院生,女性)や ,「キリス ト教徒でも,人生の先輩を

敬うのは,非教徒と同じ。自分も清明節になると,墓

参りをし,先祖のために祈 ります。ただ,一般の華人

がやっているようなや り方はしないだけです。」 (31

歳,研究員,男性)と いうように,「線香を焚かない

=「清明節」での墓参 りをしない」と考えられがちな

キリスト教徒でも,清明節を重視する人もいる30。 そ

の一方で,従来に比べて,若者の清明節での墓参り離

れがみられる要因として,一部のキリス ト教徒の若者

は,祖先が神格化してしまうような錯覚にとらわれる

「清明節」に反感を感じ,墓参を敬遠する傾向がある

ことと,近年の英語化の浸透によって,漢字で書かれ

た墓石の文字を読めないために,墓参に行かないとい

った若者 もいることが指摘 されていることも事実

だ3"。

筆者の調査によると,小学生,中学生,社会人の 5

割前後,大学生・院生の4割が「清明節の行事を行

う」と答えている。「何もしないが清明節の存在を知

っている」の数字を合わせると,その数は全体の 9割

になる40。 また,「 この時期に,婚礼や入籍を避ける」

と考えている華人の若者も多い綱)。 この数字の高さか

ら見てもわかるよいうに,ほ とんどの青少年は「清明

節」の意味と存在を認識し,一般の日と「清明節」を

区別している。しかしながら,積極的に「清明節」に

て,比較的伝統的な祖先崇拝を行う地縁・血縁組織

と,「清明節」を簡略化したり,キ リス ト教的な儀礼

を行ったり,「知っているが何もしない」というよう

な一般の若者との間にギャップが生じていることは避

葬送儀礼・祖先崇拝についての社会学的考察

けられない事実である。
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5。 お わ りに

本研究では,シ ンガポールにおける華人の埋葬方

法,葬送儀礼,祖先崇拝に考察を行ってきた。墓地や

埋葬方法については,19世紀に華人の方言グループ

やその組織によつて作 られた華人の墓地は,シ ンガポ

ール独立後,多 くが政府に徴用され,こ れまで同方言

グループ,或いは組織のメンバーでなければ埋葬され

ないという制限が緩和され,墓地の使用期限も期限付

きになるなどの変容を見せた。同時に,こ ういった地

縁を基礎 とした墓地以外にも,だれもが埋葬を希望す

ることができ,中 にキリス ト教徒用の区画も定められ

ている墓地も政府によって建設された。一方で,土地

の有限,高額な埋葬費用,墓地への交通の不便さ,政

府の火葬に対する奨励 といった要因から,近年は,こ

れまで華人社会の中で伝統的に行われてきた土葬は
,

徐々に火葬へと移行 しつつある。それに伴い,政府だ

けではなく,地縁・血縁組織や寺社による火葬場及び

遺骨安置所 も,都市部に数多 く設立されるようになっ

ている。

華人の葬送ないし埋葬の儀礼についても,伝統的な

理念や信仰の影響力が弱まってきているからこそ,土

葬に代わって火葬が次第に受け入れられつつようにな

ったと考えることができる。特に,以前であれば,死

者への不敬であり,生者の運勢を逆転させるものとし

て,決 して容認されなかったであろうといわれる,墓

地の撤去や骨灰の移転,墓地の跡地へのショッピング

モール建設といった事例からも,華人の埋葬や葬送儀

礼に対する概念の変化を見ることができる。

また,華人の祖先崇拝に対する近年の態度について

も変化が見られる。華入社会の中でも比較的伝統的で

あるといわれる地縁・血縁組織では,「清明節」の際

に,祖先崇拝についての数々の儀礼を簡略化 したり,

若いメンバーにも「炉主」 という行事の進行役を任せ

たりして,若干の脱伝統化をはか りながらも,伝統的

な儀式に従って祖先崇拝を行っている。一方,一般の

華人の間では,近年は,「清明節」に墓地や骨灰安置

所に行 く時間的余裕がないために,家庭内にて簡略化

した「清明節」の行事 を行 うようになっている。ま

た,華人青少年の 9割以上が「清明節」の存在や意味

を認識 しているものの,実際には約 5割だけが「清明

節の行事を行う」 と答えたり,その内容にも簡略化が

見られるように,地縁・血縁組織 と一般の若者との間
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にギヤップが生 じている。

このように,シ ンガポールでは,時代の変遷ととも

に,埋葬方法,葬送儀礼,祖先崇拝の情況が大きく変

容 しているが,その変容の過程で,政府の政策が大き

く関係 してきたということも否定で きない。これま

で,シ ンガポール社会は,政府の政策によって多大な

影響を受け,華人のアイデンティテイにも大きな変容

が見られた。その中で,地縁・血縁団体のメンバーの

多 くを含む高齢者を中心 とするグループ,一般の華

人,ひいては青少年との間に,大 きなアイデンテイテ

ィ・ギャップが生まれることとなった。筆者は,本研

究による埋葬方法,葬送儀礼,祖先崇拝の考察を通 し

て,こ ういったシンガポール社会全体の変化や世代間

における,ア イデンテイテイ 0ギ ヤツプを理解するこ

とができると考えている。同時に,本研究を通 して
,

シンガポール社会の中で,伝統の保存や継承のカギを

握るのは地縁・血縁団体である部分が大きいというこ

とも指摘することとなった。
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